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は じ め に 

  

 本市では、平成 20 年３月に「上山市男女共同参画計画」を、

平成 29 年４月に「第２次上山市男女共同参画計画」を策定し、

男女共同参画社会の実現を目指し施策を推進してまいりまし

た。また、令和６年４月には、本計画の上位計画である「第８

次上山市振興計画」を策定し、基本施策に「多様性社会」を掲

げ、男女共同参画の推進に加えて多様性社会の推進を位置づけ

ております。 

 

 令和６年７月に実施した「上山市男女共同参画・性の多様性理解増進に関する計画意

識調査」では、前回調査と比較して全体的な男女共同参画への意識は向上しておりまし

たが、社会全体で男女が平等であると思う人の割合は依然として低い状況にあります。

また、性の多様性への理解についても、理解が進んでいると思う人は全体の約半数と、

未だ十分とは言えない状況にあります。 

また、我が国においては、配偶者からの暴力や生活の困窮など、困難な課題を抱える

女性をめぐる問題が浮き彫りとなり、令和６年４月に「困難な問題を抱える女性への支

援に関する法律」を施行し、女性への支援を強化するほか、長い時間をかけて人びとの

心に形成されてきた性に対する無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が根強

く残り、平等に対する意識を阻害しています。 

 

 このような現状を踏まえ、この度、令和７年度を初年度とする８年間の計画「上山市

男女共同参画・性の多様性理解増進に関する計画」を策定いたしました。 

 総合的かつ計画的に施策を展開することにより、市民一人ひとりが互いを尊重し多様

性を認め合う社会の実現を目指すとともに、計画に掲げる「一人ひとりが いきいきと 

活躍できるまち かみのやま」の基本理念に向かってさらなる取組を進めてまいります。 

 

 施策の実施にあたりましては、市民の皆様、事業者、市民団体、教育に携わる方々な

どと連携しながら進めていくことが重要でありますので、今後とも、皆様のなお一層の

ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 結びに、この計画の策定にあたり、貴重なご意見を賜りました上山市男女共同参画・

性の多様性理解増進に関する懇話会委員の皆様をはじめ、意識調査にご協力いただきま

した方々に深く感謝申し上げます。 

 

  令和７年２月 

 

                      上山市長 山 本 幸 靖 
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